
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和８年７月６日  

 

福島県県北建設事務所長 中川 善則 

 

工 事 番 号 第 ２６－４１３１０－００８４ 号 

工 事 名 道路橋りょう整備（補助）工事（改良舗装） 

質   問   事   項 

  

 ・当該工事の公告（別記２）総合評価点評価基準（特別簡易型）において、 

特記事項の※４番「ICT活用工事実績の評価対象となる活用工種」が「土工」  

となっていますが、これは工種が「土工」及び「土工（1,000m3未満）」で ICT  

施工を活用した証明された工事が評価対象となると考えてよろしいでしょうか。  

  （別紙資料参照） 

 

 

回   答   事   項 

 

「土工」、「土工（1,000m3未満）」、「小規模土工」が評価対象となります。 

 



別紙２  

 

    令和  年  月  日 

  

 

○○株式会社 

  ○○ ○○ 様 

 

（契約権者） 印 

 

 

 

ＩＣＴ活用工事実施証明書 
 
 

令和〇〇年〇月〇〇日付けで契約した下記工事について、ＩＣＴ活用工事の実施を証明する。 

 

工事番号 第○○－○○○○○－○○○○号 

工事名 ○○○工事 

路線（河川・施設）名 

および工事場所 

○○線 

○○市○○町○○地内 

竣工検査日 令和  年  月  日 

監理（主任）技術者名（カナ）  

監理（主任）技術者名  
 

監理（主任）技術者の生年月日  

活用工種 

 

 

該当する箇所を「■」とする。 

 □ 土工 

□ 土工 （1,000 m3未満） 

□ 小規模土工 

□ 舗装工 

□ 浚渫工（港湾） 

実施したプロセス 

 

該当する箇所を「■」とする。 

 

□全てのプロセス  ※国交省、県入札の加点対象 

 

□一部のプロセス  ※県入札の加点対象 

 
 
 

この２工種が評価の対象となるのでしょうか 
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